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京都市情報公開条例第１８条第１項の規定に基づく諮問について（答申） 

 

  

令和元年８月８日付け京動愛第１号をもって諮問のありました下記のことについて，別

紙のとおり答申します。 

 

 

記 

 

 

動物取扱業登録申請書等公文書一部公開決定事案（諮問情第１９６号） 
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（別紙） 

 

１ 審査会の結論 

 

 処分庁が非公開とした部分のうち，平成２５年１１月１１日及び平成２７年８月７日

付けの第一種動物取扱業変更届出書の変更理由欄に記載された内容については公開すべ

きであり，その余の部分について非公開としたことは妥当である。 

 

２ 審査請求の経過 

⑴ 審査請求人は，平成３１年４月５日に，処分庁に対して，京都市情報公開条例（以

下「条例」という。）第６条第１項の規定により，以下のとおり特定の事業所の名称を

記載のうえ公文書の公開を求めた（以下「本件請求」という。）。 

■■（××区××） 

●●（××区××） 

・第一種動物取扱業登録申請書 

・動物愛護管理法第１２条第１項第１号から第６号までに該当しないことを示す書

類 

・第一種動物取扱業変更届出書 保存してあるもの全て 

 

⑵ 処分庁は，本件請求に係る公文書として，①■■②●●それぞれに係る「第一種動

物取扱業登録申請書（①：５件，②：１件）」，「動物愛護管理法第１２条第１項第１号

から第６号までに該当しないことを示す書類（①：２件，②：１件）」及び「第一種動

物取扱業変更届（①：２件，②：３件）」（以下「本件公文書」という。），並びに⑷の

公文書を特定したうえ，本件公文書については公文書一部公開決定処分（以下「本件

処分」という。）をし，令和元年５月９日付けで，その旨及びその理由を次のとおり審

査請求人に通知した。 

 

条例第７条第１号に該当 

 申請者個人の電話番号，住所・動物取扱責任者変更理由，変更・廃業による

過去の申請者個人の住所，及び，動物取扱責任者の実務経験歴・変更届備考欄

等は，公開することにより，当該個人のプライバシーを侵害するおそれがある

ため。 

 

⑶ 審査請求人は，令和元年７月１１日に，本件処分を不服として，行政不服審査法第

２条の規定により，「公開されなかった黒塗り部分の公開」を求める審査請求をした。 
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⑷ なお，処分庁は，本件請求に対して本件処分とは別に，①■■②●●それぞれに係

る「動物愛護管理法第１２条第１項第１号から第６号までに該当しないことを示す書

類（①：５件，②：４件）」及び「第一種動物取扱業変更届（①：２件，②：２件）」

を特定したうえ，公文書公開決定処分を行っているが，当該処分に対して審査請求は

なされていない。 

 

３ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は，「公開されなかった黒塗り部分の公開」を求めるというもので

ある。 

 

４ 処分庁の主張 

 

弁明書及び審査会での職員の説明によると，処分庁の主張は，おおむね次のとおりで

あると認められる。 

 

⑴ 本件公文書について 

ア 京都市動物愛護センターは，京都府と共同で設置・運営している動物愛護の拠点

施設であり，「人と動物とが共生できる うるおいのある豊かな社会」の構築を目的

として，犬・猫の適正飼育に関する普及啓発事業，犬・猫の保護，管理，譲渡，動

物取扱業の登録等に関する事務を行っている。これらの業務のうち，動物取扱業に

係る事務については，動物の愛護及び管理に関する法律（以下，法という。）に基づ

くものであり，法には，以下の規定がある。 

・ 動物（哺乳類，鳥類又は爬虫類に属するもの）の取扱業（販売，保管，貸出

し，訓練，展示）を営もうとする者は，当該業を営もうとする事業所の所在地

を管轄する都道府県知事（地方自治法第２５２条の１９第１項の指令都市にあ

っては，その長）（以下において同じ。）の登録を受けなければならない（法第

１０条第１項）。 

・ 登録を受けようとするものは，申請者の住所，動物取扱責任者の氏名等を記

載した申請書等を都道府県知事に提出しなければならない（法第１０条第２項）。 

・ 申請者は，申請者（申請者が法人である場合には，その法人及びその役員）

及び動物取扱責任者が法第１２条第１項第１号から第６号までに該当しないこ

とを示す書類を提出しなければならない（法施行規則第２条）。 

・ 営業者の氏名，住所，動物取扱責任者等の変更が生じた場合，動物取扱責任

者が法第１２条第１項第１号から第６号までに該当しないことを示す書類を添

えて，その旨を都道府県知事に届け出なければならない（法第１４条第２項，

法施行規則第５条第５項第２号）。 
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イ 本件公文書は，上記規定に基づき提出のあった「■■」「●●」それぞれに係る「第

一種動物取扱業登録申請書（様式第１）」及び「動物愛護管理法第１２条第１項第１

号から第６号までに該当しないことを示す書類（参考様式第１）」並びに「第一種動

物取扱業変更届出書（様式第７）」である。 

 

ウ 処分庁は，本件公文書において，条例第７条第１号に規定する非公開情報が記録

されている部分のみ非公開として，本件処分を行ったものである。非公開情報の該

当性については，以下に主張するとおりである。 

 

⑵ 条例第７条第１号の該当性 

本件公文書に記載されている情報のうち，法第１５条（都道府県知事は，第一種動

物取扱業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。）により，現在，一般の閲

覧に供している第一種動物取扱業登録簿に記載している情報である，申請者の「氏名」

及び「住所」，「事業所の名称」，「事業所の所在地」，「動物取扱責任者の氏名」，

「主として取り扱う動物の種類及び数」，「登録の年月日」，「登録番号」，「第一

種動物取扱業の種別」，「営業時間」に係る情報は公開した。 

そして，本件公文書に記載されている，申請者個人の電話番号，申請者個人の住所

のうち第一種動物取扱業登録簿で閲覧できない変更前のもの，動物取扱責任者変更理

由のうち個人に関する情報，動物取扱責任者の実務経験歴，従業員の入社日及び退社

日については，個人に関する情報であって，通常，他人に知られたくないと認められ

る情報であり，条例第７条第１号に規定する非公開情報に該当すると判断し，非公開

とした。 

 

⑶ 文書の特定について 

審査請求人は，本件公文書公開請求書（以下「本件請求書」という。）において，

「第一種動物取扱業登録申請書」そのものと添付文書の１つである「動物愛護管理法

第１２条第１項第１号から第６号までに該当しないことを示す書類」とを並列に記載

していることから，添付文書の全てを求めているのではないと解し，本件請求書に記

載された３つの文書について保存してあるもの全てを特定したものである。審査請求

人が添付書類を全て求めるのであれば，本件請求とは別に請求するべきと考える。 

よって，処分庁は，本件請求において求められているとおり「■■」「●●」それ

ぞれに係る「第一種動物取扱業登録申請書」，「動物愛護管理法第１２条第１項第１

号から第６号までに該当しないことを示す書類」及び「第一種動物取扱業変更届出書」

を全て文書特定したうえで，本件処分及び公文書公開決定処分をしており，他に特定

すべき文書は存在しない。 
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⑷ 以上のとおり，本件処分に違法又は不当な点はない。 

 

５ 審査請求人の主張 

 

  審査請求書，反論書及び審査会での審査請求人の説明によると，審査請求人の主張は，

おおむね次のとおりであると認められる。 

 

⑴ 非公開とされた個人情報の解釈等について 

ア 公開をしない理由が申請者個人の…（以下省略）とあるが，申請者及び動物取扱

責任者に対して然るべき身分証明書（運転免許証，パスポート等）で本人確認して

いないのにも関わらず，さらには実務経歴も実際には調査していないのにプライバ

シー侵害の恐れがあるというのはとうてい納得できるものではない。 

 

イ 京都動物愛護センターは「個人情報」の解釈についてダブルスタンダードを設け

ているか，もしくは把握されていない印象を受けた。 

令和元年６月２４日付けで行った情報公開請求において出された資料には，黒塗

りの運転免許証と動物愛護センタースタッフ４名の認印が確認できる。黒塗りされ

た部分はスタッフが４人がかりで閲覧希望者の本人確認した「個人情報」であるこ

とは疑いもなく，これらを公開すればプライバシーの侵害の恐れがあるという不開

示理由は当然であると考える。こちらがいわゆる一般的な個人情報。 

一方，本件は動物愛護センタースタッフが動物取扱業者，動物取扱責任者の本人

確認を怠り，業者が提供する情報を正として個人情報として取り扱っているもので，

こちらは業者に忖度している個人情報である。 

 

ウ 実務経験が半年以上あることは動物取扱責任者の要件になっているため，職歴に

ついては公開されるべきである。 

 

⑵ 動物取扱業者の情報公開を必要とする理由について 

ア 本件に登場する２店舗は，利益至上主義を地で行く業者で数々の迷惑行為と違法

行為（登録証の不掲示，専任の動物取扱責任者が６年不在，保管台帳，清掃台帳の

不備，研修不参加（別の情報公開請求で判明。動物愛護センターの職員によると研

修不参加による勧告や罰則は受けておらず口頭注意のみとのことであった。）等々）

を行っていたので，動物取扱責任者においても偽名使用，なりすまし，動物取扱責

任者の要件を満たしていないこと等が情報公開請求で判明するのではないかと思い

今回情報公開請求したのであり，けっして興味本位で動物取扱責任者の情報を知り
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たいのではないことを是非ともご理解いただきたい。 

動物愛護センターが動物取扱業者の申請を厳格に審査していればなにも問題はな

いのだが，上記の数々の法律違反に対しての対応を見ているとかなり甘いように見

受けられるということも今回の情報公開請求した理由のひとつである。 

 

イ 仮に今回の請求が通らないのなら行政へのチェック機能を果たすべき情報公開制

度の存在理由とはいかなるものなのか改めて問いたい。 

 

⑶ 文書の特定について 

第一種動物取扱業変更届出書の「７添付書類」の「その他」の書類はもちろんのこ

と，他の文書も公開していただきたい。 

 

６ 審査会の判断 

 

当審査会は，処分庁の主張及び審査請求人の主張を基に審議し，下記のとおり判断す

る。 

 

 ⑴ 本件公文書について 

ア 本件公文書は，特定の二つの事業所に係る「第一種動物取扱業登録申請書（以下

「登録申請書」という。）」，「動物愛護管理法第１２条第１項第１号から第６号まで

に該当しないことを示す書類」及び「第一種動物取扱業変更届出書（以下「変更届

出書」という。）」である。 

 

イ 「登録申請書」は，動物（哺乳類，鳥類又は爬虫類に属するもの）の取扱業（販

売，保管，貸出し，訓練，展示）を営もうとする者が，処分庁に提出する申請書で

あり，そこには申請者の氏名，住所及び電話番号や，事業所の名称及び所在地，業

務の内容等のほか，動物取扱責任者の氏名及び要件，重要事項の説明等をする職員

の氏名及び要件などが記載されている。 

 

ウ 「動物愛護管理法第１２条第１項第１号から第６号までに該当しないことを示す

書類」は，「登録申請書」又は動物取扱責任者等の変更が生じた場合の「変更届出書」

に添付する書類であり，申請者及び動物取扱業責任者等が法第１２条第１項第１号

から第６号までに該当しないことを示す書類である。そこには申請者の氏名，住所，

電話番号等が記載されている。 
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エ 「変更届出書」は，申請者の氏名・住所，事業者の名称・所在，動物取扱責任者

等の変更が生じた場合に，処分庁に提出する届出書であり，そこには届出者の氏名，

住所及び電話番号のほか，変更内容，変更年月日，変更理由等が記載されている。 

 

オ なお，審査請求人は，上記イ～エの文書以外に変更届出書の添付書類についても

全て公開すべき旨を主張しているが，法及び同法施行規則において登録申請書，変

更届出書，それらの添付文書については明確に区分されており，また，審査請求人

が本件請求において，イ～エのみを公文書公開請求書に記載していることからする

と，処分庁の文書特定が不合理であったとは認められない。 

 

⑵ 条例第７条第１号の該当性について 

ア 処分庁は本件公文書の非公開部分について，個人に関する情報であって，通常他

人に知られたくないと認められる情報であり，条例第７条第１号に該当すると主張

し，一方審査請求人は，条例第７条第１号に規定している個人情報には当たらない

との主張であると認められるので，当審査会はこの点について検討する。 

 

イ 条例第７条第１号は，個人のプライバシーの保護に最大限の配慮をし，個人に関

する情報が公開されてプライバシーが侵害されることのないよう，特定の個人が識

別され，又は識別され得るもののうち，通常他人に知られたくないと認められるも

のについて，非公開とすることを定めたものである。「通常他人に知られたくないと

認められるもの」に該当するか否かについては，一般の感受性を基準として，客観

的に通常他人に知られたくないものと認められるものであるか否かで判断されるべ

きである。 

 

ウ 当審査会が本件公文書の非公開部分について見分したところ，その情報の内容は，

以下の(ｱ)から(ｳ)までの３つに区分することができるため，それぞれについて検討を

行った。 

 

(ｱ) 申請者個人の住所及び電話番号について 

申請者個人の住所のうち，非公開部分は，本件処分時に一般の閲覧に供されて

いる第一種動物取扱業者登録簿には記載されていない住所（住所変更前のもの）

であることが認められる。また非公開とされている電話番号は，公にされている

ような事業所のものではなく，個人の電話番号であると認められる。一般に個人

の住所や電話番号については，条例第７条第１号に該当するものである。 

 

(ｲ) 動物取扱責任者等の職業に関する経歴に属する情報について 
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動物取扱責任者又は重要事項の説明等をする職員の職業に関する経歴に属する

情報で非公開とされているものは，実務経験年数，経験場所，勤務開始年月，退

社年月日が具体的に分かるものである。これらの情報はいずれも，これらの者が

単に法的要件を満たしていることを示すにとどまらず，個人の職業に関する経歴

を具体的に示すものであるため，通常他人に知られたくないと認められるもので

あり，条例第７条第１号に該当するものと判断する。 

 

(ｳ) 申請者個人の住所の変更理由について 

処分庁は，平成２５年１１月１１日及び平成２７年８月７日付けの変更届出書

中「６変更理由」欄に記載されている住所の変更理由についても条例第７条第１

号に該当するとして非公開としている。 

しかしながら，これらについては，個人の情報ではあるものの，住所の変更が

あったこと自体が当該各変更届出の公開情報で既に明らかになっており，このこ

とから当然に導き出される情報（「住所変更」とほぼ同義とも言える文言）であ

って，非公開とする理由はない。 

 

⑶ なお，動物取扱責任者の要件となっている職歴は公開すべきとの審査請求人の主張

は，それが条例第７条第１号ただし書にある「公にすることが必要であると認められ

る情報」に該当するとの主張とも受け取れるが，当審査会は，その情報が当該ただし

書に該当するほど公開する必要性の高いものであると認めることはできない。 

 

⑷ 以上により，「１ 審査会の結論」のとおり判断する。 
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（参 考） 

１ 審議の経過 

令 和 元 年 ８月 ８日 諮問 

９月 ７日 諮問庁からの弁明書の提出 

       １０月１０日 審査請求人からの反論書の提出 

  令 和 ２ 年 ６月２３日 諮問庁の職員の口頭理由説明（令和２年度第１回会議） 

        ７月２８日 審査請求人の口頭意見陳述（令和２年度第２回会議） 

        ９月 ４日 審議（令和２年度第３回会議） 

       １０月１６日 審議（令和２年度第４回会議） 

 

２ 本件諮問について調査及び審議を行った部会 

第２部会（部会長 毛利 透） 

 

 


